
改
王昭
和
二
三
年
一
○
月
一
三
日
鱸
流
露
銘
二
四
号
昭
和
二
八
年
三
月
三
０
日
娠
聴
錘
第
六
号

則
則

同
二
三
年
一
二
月
二
八
日
間
露
四
０
号
同
三
八
年
四
月
二
二
日
間
館
四
号

間
二
四
年
七
月
一
日
間
鰯
一
七
号
同
四
三
年
四
月
二
○
日
同
鰯
二
号

同
二
五
年
一
月
一
七
日
同
鍋
二
号
岡
五
０
年
四
月
七
日
同
第
二
号

間
二
五
年
五
月
一
日
同
第
一
三
号
同
五
六
年
三
月
一
八
日
同
第
一
号

間
二
六
年
三
月
三
一
日
同
第
二
号

間
二
七
年
四
月
二
三
日
間
第
九
号

最
高
裁
判
所
事
務
局
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
扇
一
三
最
裁
規
四
○
・
改
称
）

第
一
条
燈
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
員
数
の
職
員
を
厩

ぐ
も

（
昭
二
七
簸
裁
規
九
・
全
改
、
昭
五
六
最
裁
規
一
・
一
部
改
正
）

第
二
条
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
そ
の
事
務
を
分
拳
さ
せ
る
た
め
、
局
及
び

課
を
騒
ぐ
。

②
局
に
そ
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
課
（
以
下
「
局
の
課
」
と
い
う
。
）

及
び
室
を
騒
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

（
昭
二
三
蛭
裁
規
四
○
・
昭
二
八
最
裁
規
六
・
昭
三
八
最
裁
規
四
・
昭
四
三
殿
裁
規

二
・
一
部
改
正
）

第
三
条
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
事
務
次
長
一
人
を
温
き
、
裁
判
所
事
務
官

内
部
規
律
編
規
則
の
部
（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
）

○
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
規
則

愈
鯉
雛
護
壷
迩

②
局
長
及
び
課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
局
又
は
課
の
事
務
を
掌

理
す
る
。

』

（
昭
二
三
赴
裁
規
四
Ｏ
・
昭
二
六
愛
裁
規
二
・
昭
四
三
最
裁
規
二
・
一
部
改
正
）

第
五
条
局
の
課
及
び
室
に
課
長
（
以
下
「
局
の
課
長
」
と
い
う
。
）
又
は
室
長

を
置
き
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

②
局
の
課
長
及
び
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
課
又
は
室
の
事
務

一
一
五
三

第
四
条
局
冗

に
充
て
る
。

②
家
庭
審
議
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
事
務
の
う
ち
家
庭

裁
判
所
制
度
に
関
す
る
重
要
な
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事

第
三
条
の
三
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
家
庭
審
議
官
を
置
き
、
裁
判
所
技
官

②
審
議
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
事
務
の
う
ち
重
要
な
事

項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
昭
二
三
鐙
裁
親
四
Ｏ
・
昭
二
六
妊
裁
親
二
・
一
部
改
正
）

第
三
条
の
二
股
高
裁
判
所
事
務
総
局
に
審
議
官
を
麓
き
、
裁
判
所
事
務
官
を

を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

②
事
務
次
長
は
、
事
務
必

課
の
事
務
を
監
督
す
る
。

事
務
総

務
を
総
括
整
理
す
る
。

を
も
っ
て
充
て
る
。

も
っ
て
充
て
る
。

（
昭
五
六
簸
裁
規
一
・
追
加
）

局
及
び
課
に
局
長
又
は
課
長
を
置
き
、
裁
判
所
事
務
官
を
以
て
こ
れ

（
昭
五
○
最
裁
規
二
・
追
加
） 長

を
助
け
、
事
務
総
局
の
事
務
を
整
理
し
、
各
局

民
Ｌ

〔
最
高
規
四
五
〕
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内
部
規
律
調
規
則
の
部
（
最
斉
裁
判
所
事
務
総
局
規
則
）

を
掌
理
す
る
。
・

（
昭
四
三
最
我
規
二
・
全
改
）

第
六
条
局
に
局
の
課
又
は
室
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
を
所
掌
す
る
職
で
局

の
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
職
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て

る
。

（
昭
四
三
通
裁
規
二
・
追
加
）

第
六
条
の
二
局
及
び
課
に
参
事
官
を
瞳
く
こ
と
が
で
き
る
。

②
参
事
官
は
、
裁
判
所
事
務
官
又
は
裁
判
所
技
官
を
も
っ
て
充
て
る
。

③
参
事
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
そ
の
局
又
は
課
の
事
務
の
う
ち
重
要

な
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

（
昭
五
○
没
銭
規
二
・
追
加
）

第
七
条
局
及
び
課
に
局
付
又
は
課
付
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

②
局
付
及
び
課
付
は
、
裁
判
所
事
務
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
、
上
司
の
命
を

受
け
て
、
そ
の
局
又
は
課
の
事
務
を
掌
る
。

（
昭
三
八
蛾
裁
規
四
・
全
改
、
昭
四
三
最
裁
規
二
・
旧
錦
六
条
繰
下
・
一
部
改
正
）

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
三
年
－
０
月
三
日
最
商
裁
判
所
規
則
第
一
西
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
則
爾
和
二
三
年
三
月
二
八
日
最
商
裁
判
所
規
則
鰯
四
○
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
四
年
七
月
一
日
量
商
蛾
判
所
規
則
鰯
一
七
号
）

用
す
る
。
附
則
（
昭
和
二
五
年
五
月
一
日
最
商
戦
判
所
規
則
露
ご
一
喜
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
六
年
三
月
三
一
日
赴
商
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
七
年
四
月
二
三
日
最
商
裁
判
所
規
則
第
九
き

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
八
年
三
月
三
○
日
最
商
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
三
八
年
四
月
三
一
日
最
商
裁
判
所
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
四
三
年
四
月
二
０
日
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
五
０
年
四
月
七
日
最
商
裁
判
所
規
則
露
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
五
六
年
三
月
一
八
日
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
五
四
（
’
二
吉
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
五
年
一
月
一
七
日
簸
商
蕊
判
所
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
適

〔
最
高
規
四
五
〕

。


